
 

 

 

 

 

 

 

報道各社 各位 

 

令和６年１２月１０日 

名取市企画部政策企画課 

 

宮城県司法書士会と 

包括連携協定を締結します 
  

  

本市及び宮城県司法書士会が、相互に連携、協力することにより、市民サービスの向上及

び地域住民の権利擁護を図ることを目的に、締結を行うものです。 

 

 本協定では、目的の達成に向けて次の事項に連携して取り組みます。 

 

（１）空き家等及び相続登記に係る相談会に関すること。 

（２）空き家等及び相続登記に係る市民講座に関すること。 

（３）空き家等及び相続登記に関する市職員研修会に関すること。 

（４）空き家等及び相続登記に係る広報啓発活動に関すること。 

（５）空き家等に係る相続人調査に関すること。 

（６）終活に係るセミナー講師及び相談員派遣等に関すること。 

（７）災害時における相談員派遣に関すること。 

（８）前各号に掲げるもののほか、市民サービスの向上及び地域住民の権利擁護を図ること

に資する事項に関すること。 

 

なお、協定締結式を１２月１９日（水）１０時４５分より、市役所議会棟３階 第１・第

２委員会室にて行います。 

 

【問い合わせ】 

名取市企画部政策企画課 

政策調整係 行形（なめがた）・吉岡 

TEL：022-724-7140（直通） 
※不在の場合は折り返しご連絡いたします。 

 


